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2025年3月24日 

各 位 

ＥＮＥＯＳドリリング株式会社 

 

組織改正について 

 

当社（代表取締役社長：白井 智）は、2025年4月1日付（廃止は2025年3月31日限り）で、下記の

とおりの組織の一部を改正しますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

（１） 廃止 

① 「管理部」 

経営企画部・人事総務部・経理部の設置によるものです。 

 

（２） 設置 

① 「内部監査室」 

適正な内部統制システムを確立し、ガバナンスを強化します。 

② 「経営企画部」「人事総務部」および「経理部」 

管理部門の再編によるものです。 

③ 「新ビジネス部」 

CCS・CCUS等の環境対応型事業を含む新たな事業機会の発掘を行います。 

④ 「事業本部」「事業管理部」「技術部」「HAKURYU-5事業所」「HAKURYU-10事業所」

「HAKURYU-11事業所」「HAKURYU-14事業所」「HAKURYU-16事業所」「ちきゅう事業所」 

海洋掘削事業について、事業全般の管理責任を負う「事業本部」を設置し、その下に「事業管理部」

「技術部」の両部を設置します。また、リグの実際の運航管理を行うため、「HAKURYU-5事業所」

「HAKURYU-10事業所」「HAKURYU-11事業所」「HAKURYU-14事業所」「HAKURYU-16事業

所」「ちきゅう事業所」を「事業管理部」「技術部」両部の下に設置します。 

 

（３） 改称 

HSQE室をHSQE部に改めることで、部署としての権限・責任を強化し、会社として安全操業を重視

する姿勢をより明確にします。 

以 上 

別紙：組織図（2025年4月1日現在） 



 

 

ＥＮＥＯＳドリリング株式会社 組織図（2025年4月1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


